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(57)【要約】
【課題】薬液が外部に漏れ出し、周囲環境が汚染される
ことを防止することができる薬液揮散器を提供する。
【解決手段】外部空間に薬液を揮散する薬液揮散器が提
供される。前記薬液揮散器は、前記薬液が含浸した吸収
体と、前記吸収体を収容する内部空間を有し、開閉可能
であり、閉状態で前記内部空間と前記外部空間とを連通
させる１又は複数の通気孔を有する筐体とを備える。前
記筐体の内面は、少なくとも部分的に、前記薬液を保持
可能な微細な凹凸パターンが形成された凹凸領域を有す
る。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部空間に薬液を揮散する薬液揮散器であって、
　前記薬液が含浸した吸収体と、
　前記吸収体を収容する内部空間を有し、開閉可能であり、閉状態で前記内部空間と前記
外部空間とを連通させる１又は複数の通気孔を有する筐体と
を備え、
　前記筐体の内面は、少なくとも部分的に、前記薬液を保持可能な微細な凹凸パターンが
形成された凹凸領域を有する、
薬液揮散器。
【請求項２】
　前記筐体は、前記外部空間に空気を吹き出す外部装置に含まれる前記空気の吹出口の近
傍に配置され、
　前記１又は複数の通気孔は、前記空気を前記内部空間へ導入する導入口と、前記空気を
前記内部空間から排出する排出口とを含む、
請求項１記載の薬液揮散器。
【請求項３】
　前記筐体の背面部に固定されており、前記背面部が前記吹出口に対面するように、前記
筐体を前記吹出口の近傍に固定する固定具
をさらに備え、
　前記導入口は、前記背面部に形成されている、
請求項２に記載の薬液揮散器。
【請求項４】
　前記凹凸領域は、少なくとも前記背面部に形成されている、
請求項３に記載の薬液揮散器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薬液揮散器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１及び２は、自動車に搭載されるエアコンの空気の吹出口のルーバーに、クリ
ップにより固定されて使用される薬液揮散器を開示している。特許文献１の薬液揮散器は
、クリップが取り付けられた支持体を有し、支持体は、薬液を収容する容器を支持する。
当該容器の上部の開口には、薬液を吸い上げるための吸液芯が差し込まれ、支持体には、
吸液芯を目隠しするように、カバー部材が取り付けられる。支持体及びカバー部材には、
エアコンの吹出口から吹き出される空気を、支持体及びカバー部材により囲まれる空間内
に吸い込み、同空間から排出するための通気孔が形成されており、通気孔を通り抜ける気
流に乗って、薬液が車内に拡散される。
【０００３】
　特許文献２の薬液揮散器も、クリップが取り付けられた支持体を有し、支持体は、通気
孔を有するとともに、薬液を収容する容器を支持する。当該容器の背面の開口は、通気性
膜で覆われている。エアコンの吹出口から吹き出された空気は、特許文献１の場合と同様
、通気孔を介して支持体内を通り抜ける気流を形成し、当該気流が支持体内で薬液が浸み
込んでいる通気性膜に触れることにより、薬液が気流に乗って、車内に拡散される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１７－６３８９８号公報
【特許文献２】特表２０１２－５２３３０４号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１の薬液揮散器では、温度変化等により、吸液芯から薬液が過度に浸み出し、
浸み出した薬液が外部に漏れ出し、周囲環境を汚染する虞がある。また、特許文献２の薬
液揮散器でも、温度変化等により、通気性膜から薬液が過度に浸み出し、同様の問題が生
じる虞がある。なお、この問題は、特許文献１及び２のようなタイプの薬液揮散器に限ら
ず、様々なタイプの薬液揮散器に当てはまり得る。
【０００６】
　本発明は、薬液が外部に漏れ出し、周囲環境が汚染されることを防止することができる
薬液揮散器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１観点に係る薬液揮散器は、外部空間に薬液を揮散する薬液揮散器であって
、前記薬液が含浸した吸収体と、前記吸収体を収容する内部空間を有し、開閉可能であり
、閉状態で前記内部空間と前記外部空間とを連通させる１又は複数の通気孔を有する筐体
とを備える。前記筐体の内面は、少なくとも部分的に、前記薬液を保持可能な微細な凹凸
パターンが形成された凹凸領域を有する。
【０００８】
　本発明の第２観点に係る薬液揮散器は、第１観点に係る薬液揮散器であって、前記筐体
は、前記外部空間に空気を吹き出す外部装置に含まれる前記空気の吹出口の近傍に配置さ
れる。前記１又は複数の通気孔は、前記空気を前記内部空間へ導入する導入口と、前記空
気を前記内部空間から排出する排出口とを含む。
【０００９】
　本発明の第３観点に係る薬液揮散器は、第２観点に係る薬液揮散器であって、前記筐体
の背面部に固定されており、前記背面部が前記吹出口に対面するように、前記筐体を前記
吹出口の近傍に固定する固定具をさらに備える。前記導入口は、前記背面部に形成されて
いる。
【００１０】
　本発明の第４観点に係る薬液揮散器は、第３観点に係る薬液揮散器であって、前記凹凸
領域は、少なくとも前記背面部に形成されている。
【発明の効果】
【００１１】
　上記の観点によれば、薬液が含浸した吸収体を収容する筐体の内面に、少なくとも部分
的に、凹凸領域が形成される。凹凸領域は、薬液を保持可能な微細な凹凸パターンが形成
された領域である。よって、温度変化等により、吸収体から薬液が過度に浸み出したとし
ても、当該薬液は、凹凸領域に保持され、筐体内に留まり得る。よって、筐体に形成され
た隙間を介して、薬液が外部へ漏れ出し、周囲環境が汚染されることが防止される。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施形態に係る薬液揮散器を正面側から視た斜視図。
【図２】図１の薬液揮散器を背面側から視た斜視図。
【図３】図１の薬液揮散器の左側面図。
【図４】正面側部材単体の背面図。
【図５】背面側部材単体の正面図。
【図６】吸収体がセットされた正面側部材を正面側から視た斜視図。
【図７】吸収体の製造工程を説明する図。
【図８】凹凸領域の拡大画像の例。
【図９】凹凸領域の薬液の保持能力を検証した結果を示す写真。
【発明を実施するための形態】
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【００１３】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の一実施形態に係る薬液揮散器について説明する。
【００１４】
　＜１．薬液揮散器の全体構成＞
　図１に、本実施形態に係る薬液揮散器１を正面側から視た斜視図を示し、図２にその背
面側から視た斜視図を示し、図３にその左側面図を示す。ただし、図１及び図２では、図
３に示される固定具５０が省略されている。以下の説明では、特に断らない限り、前後、
左右、及び上下方向は、図１～図３の通りに定義され、前側は正面側を意味し、後側は背
面側を意味するものとする。
【００１５】
　薬液揮散器１は、外部空間に薬液を揮散することにより、薬液が有する様々な効能を外
部空間に提供する装置である。これに限定されないが、本実施形態の薬液揮散器１は、自
動車用であり、車内に設置される。より詳細には、薬液揮散器１は、車載のエアコンの空
気の吹出口に配置されるルーバーに取り付けられる。これにより、薬液揮散器１は、エア
コンの吹出口から吹き出される気流に乗せて、車内に薬液を効率的に行き渡らせることが
できる。
【００１６】
　ここで使用される薬液は、特にその種類は限定されないが、典型的には芳香剤、消臭剤
又は防虫剤、或いはこれらの混合物であり、使用目的に応じて、香料、消臭成分、防虫成
分、着色料等の添加剤が含有される。薬液に含まれる溶媒は、使用される添加剤の種類に
応じて適宜選択され、親水性溶媒又は親油性溶媒、或いはこれらの混合物とすることがで
きる。薬液が香料を含む場合には、その香り強度を高めるために、溶媒として少なくとも
親油性溶媒を含むことが好ましい。親水性溶媒としては、例えば、水又はエタノール、或
いはこれらの混合物を使用することができる。親油性溶媒としては、例えば、グリコール
エーテル又はイソパラフィン系溶媒、或いはこれらの混合物を使用することができる。ま
た、薬液には、香料、消臭成分、防虫成分、着色料等の機能性成分を可溶化させるために
、溶解剤が含まれていてもよい。
【００１７】
　薬液揮散器１は、薬液が含浸した吸収体１０（図６参照）と、吸収体１０を収容する筐
体としての容器２０と、容器２０をエアコンの吹出口の近傍に固定する固定具５０とを備
える。容器２０は、開閉可能であり、互いに分離可能な正面側部材３０と、背面側部材４
０とを有する。図４は、正面側部材３０単体の背面図であり、図５は、背面側部材４０単
体の正面図である。容器２０の開状態で、容器２０の内部空間Ｓ１内の所定の位置に、薬
液を含浸させた吸収体１０がセットされる。図６は、吸収体１０がセットされた正面側部
材３０を正面側から視た斜視図である。図２に示す通り、容器２０は、複数の通気孔Ｃ１
～Ｃ３を有し、エアコンから送り出された空気がこれらの通気孔Ｃ１～Ｃ３を通り抜ける
ことにより、薬液が車内に拡散される。通気孔Ｃ１～Ｃ３は、容器２０の閉状態で、容器
２０の内部空間Ｓ１と外部空間とを連通させる。
【００１８】
　＜２．各部の構成＞
　以下、各部の構成について、詳細に説明する。
【００１９】
　＜２－１．吸収体＞
　吸収体１０は、多孔質の構造体であり、多量の薬液を内部に保持することができる。本
実施形態の吸収体１０は、合成樹脂製の繊維、特にポリエステル繊維から構成され、不織
の構造を有し、これを直方体形状のブロック塊に加工した部材である。
【００２０】
　本実施形態の吸収体１０は、図７に示すように、押出成形により製造される。より具体
的には、シリンダー１００内に充填された繊維の材料を、加熱しながらダイスプレート１
０１の矩形状の押出口１０１ａから押し出すことにより、断面が矩形状の細長い繊維塊１
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０２を成形する。その後、繊維塊１０２を所定の長さごとにカットすることにより、吸収
体１０が製造される。繊維塊１０２の外表面は、ダイスプレート１０１の押出口１０１ａ
から押し出されるとき、ダイスプレート１０１からの伝熱により熱溶着される。よって、
吸収体１０の外表面のうち、繊維塊１０２をカットしたときに露出する２面に相当する上
面１０ａ及び下面１０ｂ（図６参照）を除く、４つの側面１０ｃ（図６参照）は、熱溶着
による表面処理が施された加工面となる。よって、吸収体１０の側面１０ｃにおいては、
材料である繊維どうしが結着している。一方、吸収体１０の上面１０ａ及び下面１０ｂは
、以上のような表面処理が施されていない非加工面となる。以上の結果、吸収体１０の側
面１０ｃでは、吸収体１０の上面１０ａ及び下面１０ｂ、並びに吸収体１０の内部に比べ
て、薬液の浸透が抑制される。よって、吸収体１０は、その外表面の大部分を構成する側
面１０ｃから薬液が漏れ出しにくくなっているため、薬液を内部に保持する能力が高めら
れている。
【００２１】
　ただし、以上に説明した吸収体１０の構成は、例示であり、薬液を保持することができ
る限り、特に限定されない。例えば、吸収体１０は、植物繊維や動物繊維、鉱物繊維等の
天然繊維から構成することができ、好ましい例を挙げると、木材や草等から抽出したパル
プ（紙）製とすることができる。また、吸収体１０は、不織の構造ではなく、織物の構造
を有していてもよいし、発泡成形品であってもよい。
【００２２】
　＜２－２．容器＞
　容器２０は、上述した通り、正面側部材３０及び背面側部材４０を有し、正面側部材３
０に対し背面側部材４０を着脱することにより、開閉することができる。これに限定され
ないが、正面側部材３０及び背面側部材４０は、いずれもポリプロピレン等の合成樹脂製
である。本実施形態では、正面側部材３０は、１つの部品としてその全体が分離不能に一
体的に構成されており、背面側部材４０も、１つの部品としてその全体が分離不能に一体
的に構成されている。また、本実施形態の正面側部材３０及び背面側部材４０は、透明又
は半透明に構成されている。
【００２３】
　これに限定されないが、本実施形態の容器２０は、図１に示す通り、意匠性を高めるた
め、ヒトを模した形状を有する。正面側部材３０は、頭、胴体、両手及び両足を連結した
形状を有し、正面部３１と、正面部３１の外周縁から筒状に背面側に延びる側面部３２と
を有する。正面部３１と側面部３２とは、その境界付近において滑らかに湾曲しながら連
続しており、正面側部材３０において頭に相当する部分は、略半球状である。
【００２４】
　図４に示す通り、正面側部材３０は、正面部３１の内面において両手と胴部との境界に
相当する部分から背面側に起立する一対の側壁３４Ｌ及び３４Ｒを有する。この一対の側
壁３４Ｌ及び３４Ｒと、正面部３１及び側面部３２において頭、胴及び両足に相当する部
分とにより、頭、胴及び両足を連結した形状の内部空間Ｓ１が形成される。本実施形態の
内部空間Ｓ１は、吸収体１０全体を収容することができる。正面側部材３０において両手
に相当する部分により形成される空間Ｓ２は、内部空間Ｓ１と連通しておらず、内部空間
Ｓ１から分離されている。
【００２５】
　一方、背面側部材４０は、以上の内部空間Ｓ１を覆うように正面側部材３０に取り付け
られる部材である。図５に示す通り、背面側部材４０は、背面部４１と、背面部４１の外
周縁から正面側に起立する背の低い外周部４２とを有する。背面部４１は、頭、胴及び両
足を連結した形状の板状の部材である。内部空間Ｓ１は、正面側部材３０に背面側部材４
０を取り付けたときに閉状態となり、通気孔Ｃ１～Ｃ３を除き、外部空間から閉鎖される
。
【００２６】
　図４に示すように、正面側部材３０は、正面部３１の内面において股に相当する部分か



(6) JP 2021-3522 A 2021.1.14

10

20

30

40

50

ら背面側に起立する突出片３０１を有する。突出片３０１は、左右方向に延びる板状の部
材であり、略水平面を構成する上面３０１ａを有する。図６に示す通り、突出片３０１は
、内部空間Ｓ１に吸収体１０が収容されたときに、その上面３０１ａで吸収体１０を受け
取る。このとき、上面３０１ａは、吸収体１０の下面１０ｂに接触する。また、このとき
、吸収体１０の左右の側面１０ｃは、それぞれ側壁３４Ｌ及び３４Ｒに接触する。これに
より、内部空間Ｓ１における吸収体１０の位置が安定する。
【００２７】
　また、図４に示すように、正面側部材３０は、正面部３１の内面から背面側に起立する
突出片３０２及び３０３を有する。突出片３０２及び３０３は、内部空間Ｓ１において突
出片３０１よりも上方に配置される。突出片３０２は、主として頭及び胴に相当する部分
において上下方向に延びる板状の部材である。一方、突出片３０３は、頭と胴との境界に
相当する部分において左右方向に延びる板状の部材であり、略水平面を構成する上面３０
３ａを有する。突出片３０２及び３０３は、内部空間Ｓ１に吸収体１０が収容されたとき
、吸収体１０の正面側の側面１０ｃに接触する。
【００２８】
　一方、図５に示すように、背面側部材４０は、背面部４１の内面から正面側に起立する
リブ４０１及び４０２を有する。リブ４０１及び４０２は、内部空間Ｓ１において突出片
３０１よりも上方に配置される。リブ４０１は、頭に相当する部分において左右方向に延
び、上面４０１ａを有する。一方、リブ４０２は、胴と両足との境界付近に相当する部分
において左右方向に延び、上面４０２ａを有する。リブ４０１及び４０２は、内部空間Ｓ
１に吸収体１０が収容されたとき、吸収体１０の背面側の側面１０ｃに接触する。
【００２９】
　また、図５に示すように、背面側部材４０は、正面側部材３０の突出片３０１に対面す
る位置において、背面部４１の内面から正面側に起立するリブ４０３を有する。リブ４０
３は、股に相当する部分において左右方向に延び、上面４０３ａを有する。リブ４０３は
、内部空間Ｓ１に吸収体１０が収容されたとき、吸収体１０の下面１０ｂに接触する。
【００３０】
　以上の突出片３０２及び３０３は、吸収体１０の正面側の側面１０ｃと、正面部３１の
内面とが面接触しないように、これらの面を離間させる。この意味で、以下、突出片３０
２及び３０３を、それぞれ、離間部材３０２及び３０３と呼ぶことがある。離間部材３０
２及び３０３は、正面部３１の内面から起立し、内部空間Ｓ１に収容された状態の吸収体
１０に接触することにより、吸収体１０と、正面部３１との面接触を阻害する。
【００３１】
　同様に、以上のリブ４０１及び４０２は、吸収体１０の背面側の側面１０ｃと、背面部
４１の内面とが面接触しないように、これらの面を離間させる。この意味で、以下、リブ
４０１及び４０２を、それぞれ、離間部材４０１及び４０２と呼ぶことがある。離間部材
４０１及び４０２は、背面部４１の内面から起立し、内部空間Ｓ１に収容された状態の吸
収体１０に接触することにより、吸収体１０と背面部４１との面接触を阻害する。
【００３２】
　以上の離間部材３０２、３０３、４０１及び４０２は、吸収体１０の薬液の保持能力を
高める役割を果たす。すなわち、容器２０の内面に吸収体１０が面接触する場合、そのよ
うな接触面では、毛細管現象により、薬液が吸収体１０から浸み出し易くなる。特に車内
の温度が高温になる等すると、吸収体１０から薬液が過度に浸み出し得る。この点、離間
部材３０２、３０３、４０１及び４０２は、吸収体１０と、これと正面部３１及び背面部
４１の内面との面接触を阻害するため、正面部３１及び背面部４１の内面において吸収体
１０から薬液が過度に浸み出すことが防止される。ひいては、容器２０に形成された隙間
、特に正面側部材３０と、これに取り付けられた背面側部材４０との微細な隙間を介して
、薬液が外部へ漏れ出すことが防止される。よって、薬液により、周囲環境が汚染される
ことが防止される。
【００３３】
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　また、以上のリブ４０１～４０３は、吸収体１０から浸み出した薬液を、それぞれの上
面４０１ａ～４０３ａで回収し、回収した薬液を吸収体１０に戻すことができる。すなわ
ち、吸収体１０から浸み出した薬液は、内部空間Ｓ１内に形成される気流に乗って外部空
間へ放出されるが、その一部は、内部空間Ｓ１に留まり得る。特に、車両のエアコンの不
使用時には、気流が形成されにくいため、吸収体１０から浸み出した薬液は、内部空間Ｓ
１に留まり易くなる。加えて、車内の温度が高温になる等すると、薬液が過度に浸み出し
得る。このとき、吸収体１０から浸み出した薬液の一部は、背面側部材４０の内面に付着
し、その後、背面側部材４０の内面から滴り落ち、リブ４０１～４０３のそれぞれの上面
４０１ａ～４０３ａに集められる。以上の通り、リブ４０１及び４０２は、内部空間Ｓ１
に収容された状態の吸収体１０の背面側の側面１０ｃに接触し、リブ４０３は、吸収体１
０の下面１０ｂに接触する。そのため、上面４０１ａ～４０３ａで回収された薬液は、こ
れらの面４０１ａ～４０３ａを伝って吸収体１０に戻される。
【００３４】
　同様に、以上の突出片３０１及び３０３も、吸収体１０から浸み出した薬液を、それぞ
れの上面３０１ａ及び３０３ａで回収し、回収した薬液を吸収体１０に戻すことができる
。すなわち、吸収体１０から浸み出した薬液の一部は、背面側部材４０だけでなく、正面
側部材３０の内面にも付着し得、その後、正面側部材３０の内面から滴り落ち、突出片３
０１及び３０３のそれぞれの上面３０１ａ及び３０３ａに集められる。以上の通り、突出
片３０１は、内部空間Ｓ１に収容された状態の吸収体１０の下面１０ｂに接触し、突出片
３０３は、内部空間Ｓ１に収容された状態の吸収体１０の正面側の側面１０ｃに接触する
。そのため、上面３０１ａ及び３０３ａで回収された薬液は、これらの面３０１ａ及び３
０３ａを伝って吸収体１０に戻される。
【００３５】
　以上の通り、吸収体１０から薬液が過度に浸み出したとしても、リブ４０１～４０３、
並びに突出片３０１及び３０３の存在により、当該薬液は、吸収体１０へ再び吸収され得
る。この意味で、以下、リブ４０１～４０３、並びに突出片３０１及び３０３を、それぞ
れ、液戻し部４０１～４０３、３０１及び３０３と呼ぶことがある。液戻し部４０１～４
０３、３０１及び３０３は、容器２０に形成された隙間、特に正面側部材３０と背面側部
材４０との微細な隙間を介して、薬液が外部へ漏れ出すことを、より一層防止することが
できる。
【００３６】
　図５に示す通り、背面側部材４０は、外周部４２の上部において、板バネ状の爪部４３
を有する。爪部４３は、側面視において略Ｖ字形状を有する。一方、図４に示す通り、正
面側部材３０は、側面部３２の上部において、一対の薄片３２１Ｌ及び３２１Ｒを有する
。一対の薄片３２１Ｌ及び３２１Ｒは、左右方向に一定の幅を有する隙間をあけて配置さ
れており、当該隙間内に背面側部材４０の爪部４３を受け取ることができる。
【００３７】
　また、図４に示す通り、正面側部材３０は、正面部３１の内面において両足に相当する
部分から背面側に起立する一対の突起３３Ｌ及び３３Ｒを有する。突起３３Ｌ及び３３Ｒ
は、内部空間Ｓ１において吸収体１０を下方から支持する突出片３０１よりも下方に配置
される。一方、図５に示す通り、背面側部材４０は、背面部４１の内面において両足に相
当する部分から正面側に起立する一対の筒状の突起４４Ｌ及び４４Ｒを有する。正面側部
材３０に背面側部材４０を取り付けるとき、背面側部材４０の筒状の突起４４Ｌ及び４４
Ｒの中央の穴は、それぞれ正面側部材３０の突起３３Ｌ及び３３Ｒを受け取り、突起４４
Ｌ及び４４Ｒと、突起３３Ｌ及び３３Ｒとがそれぞれ篏合する。また、このとき、背面側
部材４０の爪部４３を上下方向に押圧して圧縮し、これを正面側部材３０の一対の薄片３
２１Ｌ及び３２１Ｒ間の隙間に挿入した後、上下方向の押圧力を解除すると、薄片３２１
Ｌ及び３２１Ｒと、爪部４３とが篏合する。さらに、このとき、正面側部材３０の側面部
３２の内面が、背面側部材４０の外周部４２の外面と部分的に接触し、側面部３２と外周
部４２とが篏合する。これにより、正面側部材３０と背面側部材４０とが固定され、内部
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空間Ｓ１が閉状態となる。
【００３８】
　図４及び図６に示す通り、突起３３Ｌ及び３３Ｒは、互いに同様の構造を有している。
突起３３Ｌ及び３３Ｒは、各々、前後方向に延びる軸部３３１と、軸部３３１の周りに等
間隔に配置される４枚の薄片３３２～３３５を有する。すなわち、突起３３Ｌ及び３３Ｒ
は、各々、背面視において略十字状である。薄片３３２及び３３４は、上下方向に延びて
いる。一方、薄片３３３及び３３５は、左右方向に延びており、それぞれ、略水平面を構
成する上面３３３ａ及び３３５ａを有する。
【００３９】
　また、正面側部材３０は、側面部３２の内面において両足に相当する部分から左右方向
に起立する４枚の薄片３２２～３２５を有する。薄片３２２及び３２５は、側面部３２の
内面において両足の外側に相当する部分から内側に向かうように突出している。一方、薄
片３２３及び３２４は、側面部３２の内面において両足の内側に相当する部分から外側に
向かうように突出している。薄片３２２～３２５は、左右方向に延びており、それぞれ、
上面３２２ａ～３２５ａを有する。
【００４０】
　以上の薄片３３３、３３５及び３２２～３２５は、吸収体１０から浸み出した薬液をそ
れぞれ上面３３３ａ、３３５ａ及び３２２ａ～３２５ａで受け取り、保持することができ
る。この意味で、以下、薄片３３３、３３５及び３２２～３２５を、それぞれ、液受け部
３３３、３３５及び３２２～３２５と言うことがある。
【００４１】
　液受け部３３３、３３５及び３２２～３２５は、内部空間Ｓ１において吸収体１０を下
方から支持する突出片３０１よりも下方に配置される。吸収体１０の下面１０ｂは、上記
の通り、薬液の浸透を抑制する表面処理が施されていない非加工面であり、比較的薬液が
浸み出し易い。しかし、下面１０ｂから浸み出した薬液は、その多くが、液戻し部３０１
に捉えられ、吸収体１０に戻される。一方、一部の薬液は、液戻し部３０１から下方に落
下することがあるが、そのような薬液は、液受け部３３３、３３５及び３２２～３２５に
捉えられる。その結果、薬液が、内部空間Ｓ１において両足の足先に相当する下端部に達
する可能性が低減される。よって、容器２０に形成された隙間、特に正面側部材３０と背
面側部材４０との微細な隙間を介して、薬液が外部へ漏れ出すことがより一層防止される
。
【００４２】
　背面部４１の内面は、その全面が、微細な凹凸パターンの形成された凹凸領域を形成し
ている。図８は、凹凸領域の拡大画像の例である。これに限定されないが、同図に示すよ
うに、本実施形態の凹凸パターンは、多数の皴模様である。また、これらの皴は、繰り返
しパターンを形成せず、ランダムに形成されている。これに限定されないが、例えば、こ
の凹凸パターンは、背面側部材４０を成形するための金型において、背面部４１の内面に
対面する面に凹凸パターンを付けておくことにより形成することができる。これにより、
背面部４１の内面に、金型の凹凸パターンが転写される。このような凹凸パターンは、例
えば、シボ加工により形成することができる。
【００４３】
　この凹凸パターンは、微細な構造を有するため、薬液を保持可能である。図９は、凹凸
パターンが施された合成樹脂製の薄板と、凹凸パターンが施されていない同様の薄板とに
、色付きの液体を付着させたときの様子を撮影した写真である。これらを比較すると明ら
かな通り、凹凸パターンは、液体を保持することに成功している。既に述べた通り、吸収
体１０から浸み出した薬液の一部は、背面側部材４０の内面に付着する。特に、車内の温
度が高温になる等し、薬液が過度に浸み出したときには、多量の薬液が背面側部材４０の
内面に付着し得る。しかし、このとき、薬液は、以上のような凹凸パターンが付与された
背面部４１の内面に薄く広がり、背面部４１の内面に捉えられる。よって、背面部４１の
内面において液滴のサイズが成長し難くなり、薬液が下方に滴り落ちにくくなる。よって
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、薬液が外部へ漏れ出すことがより一層防止される。
【００４４】
　図５に示す通り、背面部４１の略中央には、開口Ｃ１が形成されている。この開口Ｃ１
には、点線で示す位置に固定具５０のベース部５１（後述される）が挿入され、固定され
る。ベース部５１は、開口Ｃ１に固定された状態においても、開口Ｃ１を完全に閉じるこ
とがなく、開口Ｃ１は依然として開いたままとなる。この開口Ｃ１は、正面側部材３０に
背面側部材４０が取り付けられた閉状態において、容器２０の内部空間Ｓ１と外部空間と
を連通させる通気孔となる。また、この開口Ｃ１は、主としてエアコンから送り出される
空気を内部空間Ｓ１へ導入する導入口となる。以下、開口Ｃ１を、通気孔Ｃ１又は導入口
Ｃ１と呼ぶことがある。
【００４５】
　また、図２に示すように、容器２０の上部において、爪部４３と薄片３２１Ｌ及び３２
１Ｒとの連結部分の近傍には、開口Ｃ２が形成されている。この開口Ｃ２も、正面側部材
３０に背面側部材４０が取り付けられた閉状態において、容器２０の内部空間Ｓ１と外部
空間とを連通させる通気孔となる。また、この開口Ｃ２は、主として内部空間Ｓ１から空
気を排出する排出口となる。以下、開口Ｃ２を、通気孔Ｃ２又は排出口Ｃ２と呼ぶことが
ある。
【００４６】
　通気孔Ｃ２は、吸収体１０の上面１０ａよりも上方において、上面１０ａの近傍に配置
される。吸収体１０の上面１０ａは、上記の通り、薬液の浸透を抑制する表面処理が施さ
れていない非加工面であり、比較的薬液が浸み出し易い。しかし、ここから浸み出した薬
液は、通気孔Ｃ２が近傍にあることにより、内部空間Ｓ１内に形成される気流に捉えられ
易くなり、外部空間へ揮散し易くなる。よって、薬液が外部へ漏れ出すことがより一層防
止される。
【００４７】
　容器２０の左側面にも、開口Ｃ３が形成されている。この開口Ｃ３も、正面側部材３０
に背面側部材４０が取り付けられた閉状態において、容器２０の内部空間Ｓ１と外部空間
とを連通させる通気孔となる。また、この開口Ｃ３も、主として内部空間Ｓ１から空気を
排出する排出口となる。以下、開口Ｃ３を、通気孔Ｃ３又は排出口Ｃ３と呼ぶことがある
。
【００４８】
　通気孔Ｃ１～Ｃ３の役割は、以上に説明した役割に限定されない。すなわち、エアコン
の風量や風向き等によって、導入口及び排出口の役割が入れ替わることがある。また、１
つの通気口が、導入口及び排出口の役割を兼ねることがある。
【００４９】
　＜２－３．固定具＞
　固定具５０は、容器２０の背面部４１がエアコンの空気の吹出口に対面するように、容
器２０をエアコンの吹出口の近傍に固定する部材である。これに限定されないが、固定具
５０は、ポリプロピレンやポリアセタール等の樹脂製である。図３に示す通り、固定具５
０は、ベース部５１と、ベース部５１から後方に延び、エアコンの吹出口の近傍、典型的
にはルーバーに固定されるクリップ部５２とを有する。本実施形態では、固定具５０は、
１つの部品としてその全体が分離不能に一体的に構成されている。
【００５０】
　クリップ部５２は、一対の弾性片５２１及び５２２を有する。弾性片５２１及び５２２
どうしは互いに対面しており、ベース部５１から後方へ延びている。弾性片５２１及び５
２２は、ベース部５１側の部位を基準として、互いからより離間するように、弾性変形に
より所定量だけ折れ曲がることができる。よって、弾性片５２１及び５２２に外力を加え
ることにより、弾性片５２１及び５２２どうしの間隔を広げることができる。そして、こ
うして広がった弾性片５２１及び５２２の隙間に、典型的にはエアコンのルーバーを挟み
込むことにより、クリップ部５２、ひいては薬液揮散器１全体の位置を固定することがで
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【００５１】
　＜３．変形例＞
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるも
のではなく、その趣旨を逸脱しない限りにおいて、種々の変更が可能である。例えば、以
下の変更が可能である。また、以下の変形例の要旨は適宜組み合わせることができる。
【００５２】
　＜３－１＞
　薬液揮散器１は、エアコンに限らず、送風機等、外部空間に空気を吹き出す外部装置に
含まれる空気の吹出口の近傍に、好ましく配置することができる。また、空気の吹出口の
近傍以外にも、配置することができる。
【００５３】
　＜３－２＞
　上記実施形態では、容器２０に通気孔が３つ形成されたが、通気孔の数は、特に限定さ
れず、１つであってもよい。この場合、１つの通気孔が、空気の導入口及び排出口を兼用
して含むことになる。
【００５４】
　＜３－３＞
　正面側部材３０と背面側部材４０とは、分離可能ではなく、例えば、一端がヒンジ等に
より固定され、回動式に開閉してもよい。
【００５５】
　＜３－４＞
　上記実施形態では、固定具５０にクリップ部５２が設けられ、薬液揮散器１はクリップ
式にルーバー等に固定可能とされた。しかし、薬液揮散器１の設置方法はこれに限られず
、例えば、両面シール等によりルーバー等に固定可能としてもよい。
【００５６】
　＜３－５＞
　上記実施形態では、背面部４１の内面の全面に、薬液を保持可能な微細な凹凸パターン
が形成された。しかし、容器２０の内面において、凹凸パターンが形成される箇所は、こ
れに限られない。例えば、背面部４１の内面の一部にのみ凹凸パターンが形成されてもよ
いし、正面側部材３０の内面の全面又は一部に凹凸パターンが形成されてもよい。
【００５７】
　＜３－６＞
　上記実施形態とは反対に、突起３３Ｌ及び３３Ｒを背面側部材４０に設け、突起４４Ｌ
及び４４Ｒを正面側部材３０に設けてもよい。
【００５８】
　＜３－７＞
　上記実施形態では、離間部材３０２、３０３、４０１及び４０２は、吸収体１０から離
間される面（離間面）である、正面部３１及び背面部４１の内面から起立するように構成
された。しかしながら、離間部材を、離間面ではなく、例えば、正面側部材３０の側面部
３２の内面から起立させ、吸収体１０の正面側及び背面側の側面１０ｃに接触させること
により、吸収体１０を離間面から離間させるようにもよい。
【００５９】
　＜３－８＞
　上記実施形態では、吸収体１０の４つの側面１０ｃが加工面とされ、上面１０ａ及び下
面１０ｂが非加工面とされた。しかしながら、吸収体１０は、加工面を有していなくても
よいし、加工面を有するとしても、加工面を上記実施形態とは異なる位置に配置すること
ができる。また、吸収体１０の外表面の全面を、加工面とすることもできる。
【符号の説明】
【００６０】
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１　薬液揮散器
１０　吸収体
１０ａ　上面（加工面）
１０ｂ　下面（加工面）
１０ｃ　側面（非加工面）
２０　容器（筐体）
３０　正面側部材
３０１　突出片（液戻し部、突出部）
３０２　突出片（離間部材）
３０３　突出片（離間部材、液戻し部、突出部）
３２２～３２５　薄片（液受け部）
３３３　薄片（液受け部）
３３５　薄片（液受け部）
４０　背面側部材
４１　背面部
４０１　リブ（離間部材、液戻し部、突出部）
４０２　リブ（離間部材、液戻し部、突出部）
４０３　リブ（液戻し部、突出部）
Ｓ１　内部空間
５０　固定具
Ｃ１　通気孔（導入口）
Ｃ２　通気孔（排出口）
Ｃ３　通気孔（排出口）

【図１】 【図２】
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